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Ⅰ 行動計画の概要

１ 計画の趣旨 

  行動計画は、「まちづくり計画」で示した施策展開の方向に沿って、具体的に取り組む

事業の内容を短期間の計画として定めるものであり、「まちづくり計画」とともに「第３

次光市総合計画」を構成するものです《参考:５ページ》。 

  「まちづくり計画」は、平成 27 年９月の国連サミットで採択された国際目標であるＳ

ＤＧｓ（持続可能な開発目標：Sustainable Development Goals）の理念を織り込むとと

もに、「光市まち・ひと・しごと創生総合戦略（以下「総合戦略」といいます。）」を包含

して一体的に策定しており、行動計画は、これらを踏まえた具体的な事業の実施計画を

示すものです。 

２ 計画の概要 

（１）「まちづくり計画」に掲げる政策・施策の実現に向けて取り組む主要な事業について、

具体的な取組内容やスケジュール、事業費の概要などを示します。

（２）「まちづくり計画」の第６章「つながる光・未来戦略プロジェクト」に掲げる取組を

はじめ、緊急度や優先度が高いものを重点的に選択しています（市が実施する全ての

事業を掲載したものではありません。）。 

（３）政策の体系（基本目標―重点目標―政策）に沿って構成しています。 

３ 計画の役割 

（１）刻々と変化する社会経済情勢や市民ニーズ、財政事情等を考慮しながら、直面する

幾多の課題に対応していくため、ＰＤＣＡサイクルを通じて毎年度ローリング方式に

よる改定をすることにより、総合計画の実効性を担保するとともに、目標に向けて柔

軟に対応するためのツールとします。 

（２）「まちづくり計画」に掲げる目指す将来像の実現に向けた具体的な取組内容などにつ

いて、市民と意識の共有を図るための資料とします。 
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４ 計画の期間 

  原則、３年間を計画期間とする短期間の計画とし、ローリング方式により毎年度見直

しを行います。なお、「第３次光市総合計画」の計画期間は、令和４年度から令和８年度

までの５年間であるため、今回策定する行動計画の計画期間は、令和５年度から令和７

年度までの３年間とします。 

目標年次と計画期間 
計画期間 

R4 R5 R6 R7 R8 

５年度（今回） 

６年度 

７年度

５ 総合戦略や行財政構造改革推進プランとの関係 

総合戦略は、令和 42 年（2060 年）の本市人口を展望する「光市人口ビジョン」に掲げ

る「目指すべき未来の方向」に沿って、「まち・ひと・しごと」の好循環を生み出し、人

口減少と地域経済縮小を克服するための目標や取組の方針、具体的な施策を示すもので、

より効果的なまちづくりと、人口減少や少子高齢化等の諸課題への対応を進めていくた

め、「第３次光市総合計画」の「まちづくり計画」に包含し、一体的に策定しました。 

  行動計画では、政策名に総合戦略との関わりを示すマーク（★）を記載し、相互の関

連性をより分かりやすく、具体的に整理しています。 

  また、「行財政構造改革推進プラン」は、これまでの行政改革大綱の基本姿勢を継承し、

「戦略的で長期的な行政経営の視点による取組」といった新たな視点等を取り入れた市

の行財政運営の改革の基本指針となるものであり、「第３次光市総合計画」によるまちづ

くりを行財政両面から担保するものです。 

  行動計画では、各論部の事業計画に記載する事業と「行財政構造改革推進プラン」と

の関わりをアイコンで明示し、相互の関連性を視覚的に分かるよう、整理しています。 

 ・行財政構造改革推進プランとの関わりを示すアイコン 
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６ ＳＤＧｓとの関係《参考:６ページ》。

  ＳＤＧｓは、世界的な気候変動や海洋汚染、貧困や男女の平等など、数多くの社会的

課題を国際社会で協力しながら、2030 年（令和 12 年）までに解決を目指す「17 の目標」

を定めています。ＳＤＧｓの理念や考え方は「ゆたかな社会」の実現を目指す本市のま

ちづくりと重なるとともに、ＳＤＧｓが示す多様な目標の追求は、本市が直面する課題

の解決や自立的で持続的な発展、すなわち地方創生につながります。 

  こうしたことから、「まちづくり計画」の第７章分野別計画にＳＤＧｓの考え方を関連

づけるなど、ＳＤＧｓの理念を踏まえ、まちづくりを推進していくため、行動計画では、

各施策とＳＤＧｓの 17 の目標との関連性を整理して示していきます。 
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光市の特長 

●海・山・川の自然に恵まれ、ひかりが燦々と降り注ぐまち 

（地勢・気候） 

●豊かな自然を愛し、自然の恵みを享受するまち（自然・環境） 

●悠久の歴史と文化が織りなすふれあいのまち（歴史・文化） 

●愛情豊かなふれあいの子育てと夢や希望にあふれた子どもが 

育つまち（子育て・教育） 

●安全・安心を担保する防災と２つの市立病院を備えたまち 

（防災・医療） 

ゆたかな社会 

～人が輝き やさしさつながる 幸せ創造都市 ひかり～ 

まちづくり 
の基本姿勢 

●
新
た
な
課
題
に
対
応
す
る
「
し
な
や
か
さ
」

●
〝
や
さ
し
さ
〟
を
届
け
続
け
る
「
た
く
ま
し
さ
」

●
地
域
や
世
代
を
超
え
た
「
つ
な
が
り
」

◆ まちづくりの基本 

基本目標１ 限りない市民力・地域力がゆたかに花開くまち 

基本目標２ ゆたかな人間性と可能性を大切にし心温かい人が育つまち 

基本目標３ 安全・安心に包まれて人が心ゆたかに暮らすまち 

基本目標４ 自然と都市が潤いゆたかに調和したまち 

基本目標５ 産業の活力とにぎわいがゆたかに行き渡るまち 

基本目標６ 市民参画と健全な行財政でゆたかさを創出するまち 

◎ 基本目標 

光市民憲章 ３つの都市宣言 

◎東部地域（岩田、三輪、塩田、束荷、岩田立野地区）  牛島地区、岩田・三輪地区、 

◎西部地域（浅江、島田地区）             束荷地区、塩田地区、 

◎南部地域（室積、光井地区）             周防地区、伊保木地区 

◎北部地域（三井、周防、上島田地区） 

◎ 地域別整備計画等 

中山間地域振興方針 

５年間のまちづくり

目指すまちの姿（２０年後のまちの姿）

市民意識 

●
ま
ち
づ
く
り
市
民
協
議
会

●
ま
ち
づ
く
り
市
民
ア
ン
ケ
ー
ト

●
市
民
意
識
調
査

●
未
来
に
つ
な
が
る
ま
ち
づ
く
り
提
言
板
（
市
民
）

●
未
来
の
光
市
に
向
け
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
（
中
学
生
）

第 ２ 次 光 市 総 合 計 画 

５年間の成果と評価（課題） 

時代の潮流 

●
人
口
減
少
社
会
の
到
来

●
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
拡
大
と

「
新
し
い
生
活
様
式
」
の
普
及

●
安
全
・
安
心
に
対
す
る
意
識
の
高
ま
り

●
循
環
経
済
、
脱
炭
素
社
会
へ
の
転
換

●
多
文
化
共
生
社
会
へ
の
対
応

●
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
進
展

●
厳
し
さ
を
増
す
地
方
財
政

●
持
続
可
能
な
都
市
へ
の
転
換

１ 安全がつながる 防災指令拠点施設整備と災害に強いまち構築プロジェクト 

２ 笑顔がつながる 協働による地域の絆再生プロジェクト 

３ 安心がつながる 健康と長寿を支える医療環境充実プロジェクト 

４ 地域がつながる 光駅バリアフリー化と公共交通ネットワーク構築プロジェクト 

５ 元気がつながる にぎわいを生み出す地域産業活性化プロジェクト 

６ 世代がつながる 誰一人取り残さない「光っ子」を育む教育と子育て応援プロジェクト 

７ 技術がつながる デジタル化で進める快適な暮らし実現プロジェクト 

８ 人がつながる  豊かな自然と人で魅せるシティプロモーション活動実践プロジェクト 

◎ つながる光・未来戦略プロジェクト 

地域別整備計画 

参考 総合計画「まちづくり計画」の考え方と構成 
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参考 総合計画における「行動計画」の位置付け 

＜第１章～第４章＞

＜第５章＞

＜第６章＞

＜第７章＞

Ⅰ 行動計画の概要 

Ⅱ つながる光･未来戦略プロジェクト 

Ⅲ 財政計画 

Ⅳ 政策の体系 

Ⅴ 行動計画各論 

総 論 部 

戦 略 部 

各 論 部 

そ の 他 

まちづくり計画 

行動計画 

地

域

別

整

備

計

画

財

政

計

画

第３次光市総合計画の骨格 

序 論 

（ひかり未来展望など） 

中

山

間

地

域

振

興

方

針

＜第８章＞ ＜第９章＞
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参考 ＳＤＧｓ 

ＳＤＧｓの理念を活用した“誰一人取り残さない”社会の構築 

 平成 27 年９月の国連サミットで採択されたＳＤＧｓ（Sustainable Development 

Goals：持続可能な開発目標）は、2030 年（令和 12 年）までに持続可能でより良い世界

を達成するため、17 のゴールと 169 のターゲットで構成された国際目標です。 

 こうしたＳＤＧｓの理念を本計画に織り込むことで、自治体と各ステークホルダーとの

間で目標の共有や連携の促進など、パートナーシップの深化を図りながら、「誰一人取り

残さない」持続可能な社会の実現を目指します。 

本市が進めるまちづくりとＳＤＧｓ 

 地球規模で高まる自然災害の脅威やマイクロプラスチック等による海洋汚染など、国や

地域を超えて顕在化する社会的課題の連鎖は、社会経済活動を営みながら豊かな自然の恩

恵を受けている本市も無関係ではありません。 

 ＳＤＧｓが示す多様な目標の追求は、本市をはじめ各自治体が直面する課題の解決や持

続的な発展、すなわち地方創生につながるものです。さらに、自治体と各ステークホルダ

ー間においても、ＳＤＧｓという共通言語を通じて、地球規模で目指す目標の共有や連携

の促進など、パートナーシップの深化を図っていくことが期待できます。 

 また、何よりもＳＤＧｓの理念や考え方は「光市民憲章」の精神や「３つの都市宣言」

の理念のもと、「ゆたかな社会」の実現を目指す本市のまちづくりと重なります。 

 こうしたことから、本市では、ＳＤＧｓをグローバルな視点から「ゆたかな地球を未来

につなぐ 17 の目標」と捉え、本計画の分野別計画にＳＤＧｓの考え方を関連付けること

により、地方創生など未来に向けたまちづくりとＳＤＧｓを一体的に推進します。 
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Ⅱ つながる光・未来戦略プロジェクト

 第３次光市総合計画においては、目指す将来像「ゆたかな社会～人が輝き やさしさつ

ながる 幸せ創造都市 ひかり～」の実現に向けて、長期的な「基本目標」を掲げ、「基本

目標」を具現化するために定めた「重点目標」を達成するための政策を展開しています。 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、人と人との関わり合いや地域の絆が揺らぎつ

つある中、頻発する自然災害への備えや地域の活性化など、直面する幾多の課題に対応し

ていくためには、住みよいまちの根底を支える市民力・地域力を生み出す「つながり」の

再生や新たな構築が重要な鍵となることから、今後５年間のまちづくりにおいては、特に

重点的に取り組むべき政策を「つながる光・未来戦略プロジェクト」として位置づけ、「誰

一人取り残さない」持続可能な社会の実現を目指すＳＤＧｓの理念を踏まえた取組を進め

ます。 

 なお、行動計画各論では、プロジェクトに関連する事業にアイコンを設定し、プロジェ

クトとの関連性を示しています。 

安全がつながる 防災指令拠点施設整備と災害に強いまち構築プロジェクト

 自然災害が多発・激甚化する傾向にある中、これまでの常識にとらわれること

なく、より強い危機感をもって災害に備えていく必要があります。災害予防や応

急対策等の要となる防災指令拠点を整備するなど、災害に強いまちの構築を進

めます。 

 市民の安全・安心を確保するためには、生活基盤における防災・減災体制の確

立が必要となります。本市のハード面・ソフト面における防災機能の充実により、

安心して暮らすことができる「安全・安心都市」の実現を目指します。

笑顔がつながる 協働による地域の絆再生プロジェクト 

 地域のつながりを創出するためには、人と人、人と地域がつながり合うことの

できる場を設け、様々な活動を育む取組が必要となります。多様化する地域課題

の解決に向けて、市民が取り組む自主自立の精神に基づく地域コミュニティ活

動や公益活動を支援するとともに、「オールひかり」で知恵を出し合い、人と人、

人と地域による多様なつながりを再生します。 

 また、人口減少や少子高齢化の進展により、地域主体の取組だけではつながり

の維持が困難となってきていることから、地域と行政の協働のほか、地域で活躍

できる人づくりを進め、諸課題の解決を図ります。 
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安心がつながる 健康と長寿を支える医療環境充実プロジェクト 

 ２つの市立病院は、市民の安全・安心を支える砦であり、両病院の機能充実を

図りながら、安定的な経営を進めていく必要があります。また、健康長寿に向け

て、市民や地域の主体的な健康づくりや地域で支え合う仕組みづくりを進めま

す。 

 グローバル化の進展による活発な人や物の移動を背景に、新型コロナウイル

ス感染症の拡大など、新たな感染症が脅威となっています。医師会等との強固な

連携を維持しながら、新型コロナウイルス感染症等に対応できる感染拡大防止

対策を強化します。 

地域がつながる 光駅のバリアフリー化と公共交通ネットワーク構築プロジェクト 

 人の往来や交流を創出するには、魅力ある都市空間や道路網の整備が必要とな

ります。まちの玄関口にふさわしい光駅の機能充実や集約都市の形成による快

適な環境づくりを実現し、人が行き交うまちづくりを進めます。 

 また、住み慣れた地域でいつまでも暮らし続けるためには、買物や通院など生

活の移動手段の確保が必要となります。地域の実情に応じた地域住民の支え合

いによる移動の仕組みづくりを支援するとともに、持続可能で利便性の高い公

共交通ネットワークの構築を図ります。 

元気がつながる にぎわいを生み出す地域産業活性化プロジェクト 

 にぎわいのあふれるまちづくりには、安心して働くことができる雇用の場の

確保と産業の活性化が必要となります。地域経済を牽引する基幹産業の振興や

商業、サービス業の育成、新たなチャレンジへの支援を通じて、地域経済の活性

化と雇用創出を図ります。 

 また、第一次産業における従事者の高齢化と担い手不足を克服する必要があ

ります。生産者と消費者をつなぐ地産地消を進めることで、地域内消費を拡大さ

せ、第一次産業の担い手の確保や食を通じた交流といった好循環を生み出すな

ど、第一次産業の稼ぐ力と働く魅力を高めていきます。 
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世代がつながる 誰一人取り残さない「光っ子」を育む教育と子育て応援プロジェクト 

 持続可能な未来を実現するためには、「生きる力」を携えた次代を担う人材の

育成が求められています。学校・家庭・地域が一体となった地域ぐるみの教育で

子どもたちの「生きる力」を育むとともに、質の高い教育や教育環境の充実を通

して、自ら未来を切り拓くことができる子どもを育みます。 

 個人が望む結婚や出産を叶えるためには、安心して子どもを産み育てられる

環境が必要となります。子育てにおけるセーフティーネットを形成するととも

に、結婚・妊娠・出産・育児の切れ目のない支援を展開するなど、「おっぱい都

市」にふさわしいまちづくりを進めます。 

技術がつながる デジタル化で進める快適な暮らし実現プロジェクト 

 人口減少社会において、持続可能な行政サービスを維持するためには、デジタ

ル技術を活用した業務の効率化や市民の利便性の向上に向けた取組が必要とな

ります。デジタル技術で「いつでも」・「どこでも」アクセスでき、市民の快適さ

につながる行政サービスの提供を図ります。 

 デジタル技術を活かしたまちづくりに向けて、市民と行政の双方向のやり取

りを活発化させ、市民と行政のつながりを強固にするとともに、市民生活をより

快適なものに発展させます。 

人がつながる 豊かな自然と人で魅せるシティプロモーション活動実践プロジェクト 

 地域のにぎわいを創出するためには、本市に心を寄せて関わろうとする人々の

往来が必要となります。「自然敬愛都市」として、豊かな自然をはじめ、歴史・

文化といった地域資源を活かしながら、多様な交流の創出により、まちの魅力を

実感できる場づくりを進めます。 

 また、市民がまちに誇りと愛着を抱き、市民一人ひとりがまちの魅力を発信す

るセールスマンとなり、まちに関わり、定住する人が増えるといった好循環を生

み出すことが必要となります。 

 そうしたまちの魅力や地域の人が大切に思う価値観等の積極的な発信を通じ

て、本市での活動や暮らしに共感できる人の輪を広げます。 
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Ⅲ 財政計画

 第３次光市総合計画に掲げた各種施策の実効性を確保するとともに、将来に

わたって健全財政を確保するため、令和５年度から令和７年度までの計画期間

における財政のフレーム（財政の総枠）を設定します。

 この財政計画は、令和５年度当初予算額を基礎として、国の経済見通しや、現

時点で判明している制度改正などを勘案し、次に掲げる一定の仮定のもとでの

試算であることから、今後の社会経済情勢などの動向に左右されることも予測

されます。このため、財政計画については、毎年度策定する行動計画の中で見直

しを行います。

 【歳入】 

費目 推計方法 

市税 
令和５年度当初予算をベースに、個人市民税及び法人市民税は、税制改正等の影響
を考慮して推計するとともに、固定資産税及び都市計画税は３年ごとの評価替え等
を勘案して推計 

地方譲与税・ 

交付金 
令和５年度当初予算額をベースに推計 

地方交付税 
普通交付税は、令和５年度当初予算額をベースに、既発債の算入予定額に新発債の
発行見込額に係る公債費算入見込額や市税等の影響を勘案して推計 

国・県支出金 令和５年度当初予算額をベースに、事業費に連動して推計 

繰入金 財源不足額を補填するため財政調整基金や減債基金の繰入金等を見込んで推計 

市債 主要事業の実施に伴う発行額を事業費に連動して推計 

その他 
分担金及び負担金や、使用料及び手数料、諸収入などを、令和５年度当初予算額ベ
ースで推計 

 【歳出】 

費目 推計方法 

人件費 
令和５年度当初予算額をベースに、通常の退職と採用等及び公営企業の廃止に伴う
影響を勘案して推計 

扶助費 
令和５年度当初予算額をベースに、現行制度が存続するものとして、近年の平均変
動率を勘案して推計 

公債費 
既発債の償還予定額に、普通建設事業費や臨時財政対策債に連動した新発債の償還
額及び公営企業の廃止に伴う影響を加味して推計 

補助費等 
令和５年度当初予算額をベースに、公営企業や一部事務組合における公債費等を勘
案して推計 

繰出金 
令和５年度当初予算額をベースに、各種計画や現行の制度、人口推移などを勘案し
て推計 

投資的経費 
令和５年度当初予算額のうち、大型事業を除いたものを通常的な事業費とし、各年
度に必要と思われる大型事業経費を見込んで推計 

その他 
物件費や維持補修費、投資及び出資金、貸付金など、令和５年度当初予算額をベー
スに推計 
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財政調整基金繰入金 810 820 660

【歳入・歳出】                   （単位：百万円） 

【歳入の内訳】                   （単位：百万円） 

※百万円未満の四捨五入や端数処理の関係で、合計が一致しない場合があります。

R5 R6 R7

7,788 7,651 7,576

1,600 1,624 1,643

4,350 4,700 4,750

2,699 3,027 3,145

1,487 1,373 1,457

1,651 942 782

1,690 1,590 1,349

その他 1,174 1,168 1,169

22,440 22,075 21,870

3,309 3,462 3,355

4,323 4,330 4,338

2,463 2,538 2,472

3,024 3,017 3,087

3,722 3,567 3,597

814 17 17

2,125 2,136 2,164

2,111 2,523 2,382

547 485 459

22,440 22,075 21,870

その他

合計

合計

歳

出

人件費

扶助費

公債費

物件費

補助費等

積立金

繰出金

投資的経費

歳

入

市税

地方譲与税・交付金

地方交付税

国庫支出金

県支出金

繰入金

市債

R5 R6 R7

市税 7,788 7,651 7,576

地方交付税 4,350 4,700 4,750

臨時財政対策債 300 300 300

繰入金 1,637 928 768

その他 1,778 1,801 1,820

小計 15,853 15,380 15,213

分担金、負担金 107 107 107

使用料、手数料 242 236 231

国庫支出金 2,699 3,027 3,145

県支出金 1,487 1,373 1,457

市債 1,390 1,290 1,049

その他 661 662 668

小計 6,587 6,695 6,657

歳入合計 22,440 22,075 21,870

歳

入

一
般
財
源

特
定
財
源
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Ⅳ 政策の体系

基本目標１  限りない市民力・地域力がゆたかに花開くまち  

重点目標１  地域の活性化のために 

政策  １  協働による地域づくり                Ｐ17 

          ２  持続可能な地域コミュニティの形成          Ｐ19 

          ３  多文化共生社会の推進                Ｐ22 

          ４  市民活動への支援                  Ｐ24 

重点目標２  市民力向上のために 

政策  １  生涯学習社会の推進                 Ｐ26 

          ２  芸術・文化の振興                  Ｐ28 

          ３  スポーツの振興                   Ｐ31 

          ４  人権尊重社会の実現                 Ｐ33 

          ５  男女共同参画社会の実現               Ｐ35 

基本目標２  ゆたかな人間性と可能性を大切にし心温かい人が育つまち  

重点目標１  結婚・出産・子育ての希望実現のために 

政策  １  結婚・出産の希望実現                Ｐ39 

          ２  子育て支援の充実                  Ｐ41 

          ３  幼児教育・保育の充実                Ｐ45 

重点目標２  人間性を育み可能性を高めるために 

政策  １  未来につながる連携・協働教育の推進         Ｐ47 

          ２  質の高い教育の推進                 Ｐ49 

          ３  教育環境の充実                   Ｐ52 

          ４  青少年の健全育成                  Ｐ55 
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基本目標３  安全・安心に包まれて人が心ゆたかに暮らすまち  

重点目標１  心ゆたかに生き生きと暮らすために 

政策  １  支え合いによる地域社会の実現            Ｐ58 

          ２  生き生き高齢社会の実現               Ｐ60 

          ３  障害者の自立支援と社会参画の推進          Ｐ63 

          ４  健康づくりの推進                  Ｐ65 

          ５  感染症対策の推進                  Ｐ68 

          ６  地域医療を守る体制の充実              Ｐ69 

          ７  社会保障の充実                   Ｐ71 

重点目標２  安全・安心に暮らすために 

政策  １  自助・共助・公助による防災・減災体制の構築     Ｐ73 

          ２  消防・救急体制の充実                Ｐ76 

          ３  安全・安心な暮らしの確保              Ｐ78 

基本目標４  自然と都市が潤いゆたかに調和したまち  

重点目標１  自然の恵みを活かし・守り・育てるために 

政策  １  自然敬愛都市の実現                 Ｐ82 

          ２  地球温暖化対策の推進                Ｐ85 

          ３  循環型社会の構築                  Ｐ87 

          ４  公共用水域の保全                  Ｐ89 

重点目標２  便利で快適に暮らすために 

政策  １  良好な都市空間の創出                Ｐ91 

          ２  道路網の整備                    Ｐ93 

          ３  公共交通ネットワークの構築             Ｐ95 

          ４  公園の整備と緑化の推進               Ｐ97 

          ５  良質な住環境の整備                 Ｐ99 

          ６  安全でおいしい水の供給               Ｐ100 

          ７  安心の島づくり                   Ｐ102 
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基本目標５  産業の活力とにぎわいがゆたかに行き渡るまち  

重点目標１  活力にあふれ、生き生きと働くために 

政策  １  農業の振興                     Ｐ105 

          ２  有害鳥獣対策の推進                 Ｐ108 

          ３  林業の振興                     Ｐ110 

          ４  水産業の振興                    Ｐ112 

          ５  商工業の振興                    Ｐ114 

          ６  雇用・就業・創業環境の充実             Ｐ117 

重点目標２  人が行き交い、にぎわいを創出するために 

政策  １  観光の振興と交流の促進               Ｐ119 

          ２  関係人口の創出と移住・定住の促進          Ｐ122 

基本目標６  市民参画と健全な行財政でゆたかさを創出するまち  

重点目標１  市民参画による都市経営のために 

政策  １  市民参画の推進                   Ｐ125 

          ２  シティプロモーションの推進             Ｐ127 

          ３  市民目線に立った行政サービスの推進         Ｐ128 

重点目標２  持続可能な都市経営のために 

政策  １  広域行政と連携・交流の推進             Ｐ130 

          ２  デジタル化の推進                  Ｐ133 

          ３  組織力の強化と人材育成               Ｐ136 

          ４  持続可能な行政経営の確立              Ｐ138 

          ５  公有財産の管理と活用                Ｐ140 
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Ⅴ 行動計画各論

各論の見方 

基本目標１ 限りない市民力・地域力がゆたかに花開くまち 

重点目標１ 地域の活性化のために 

★ 政策１ 協働による地域づくり 

基本方針 

 市民一人ひとりが主体的かつ実践的に、まちづくりや地域づくりに参画できる「協働」の仕

組みづくりを進めるとともに、地域活動の推進を図ります。 

 また、地域づくり支援センターを中核としながら、様々な団体の活動を支援するとともに、

世代や地域を超えて、市民活動に参加できる環境を整備します。 

事業計画 

・「第３次光市総合計画」の政策の体
系に基づき、基本目標、重点目標、
政策の順に記載しています。
・総合戦略と関わりのある政策に
は、マーク（★）を記載していま
す。

施策に関連のあるＳＤＧｓの目標を示しています。

新規・拡充・継続事業の区

分けを示しています。

事業の実施期間や簡易なスケジュールを示しています。

（実線）…継続中や実行段階

（破線）…方向性等の協議・検討中準備段階 など

・当該事業にかかる主な事業費を記載しています。
・事業計画の内容と一致しない場合があります。
・金額は予定額です。財政的な担保をするものではあ
りません。
・令和５年度の予算に基づき記載しています。
・令和６年度以降の事業費については、おおむね方向
性が変わらない取組は令和５年度と同額を計上し、事
業の今後の方向性が未確定なものや、予算編成におい
て事業費の大きな変動が想定される個別事業を含むも
のなどについては「未定」と表示しています。

・総合計画「つながる光・未
来戦略プロジェクト」関連事
業を示しています。
・行財政構造改革推進プラン
の「未来挑戦プロジェクト」
関連事業を示しています。

施策

新規の取組や特徴的な取組など、
特記すべき個別事業等について記
載しています。※当該年度の取組
を全て記載したものではありませ
ん。
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基本目標１ 限りない市民力・地域力がゆたかに花開くまち

重点目標１  地域の活性化のために  

政策１  協働による地域づくり 

１ 「光市民憲章」の普及啓発 

３ 活動しやすい環境の整備 

２ 協働型まちづくりの具現化 

４ 多彩な地域活動への支援 

政策２  持続可能な地域コミュニティの形成 

１ 自治会の活性化支援 

３ 地域コミュニティを担う人材の育成 

５ 地域における移動手段の確保 

２ 地域コミュニティ活動への支援 

４ 地域コミュニティ組織の運営体制の確立 

政策３  多文化共生社会の推進

１ 多文化共生に向けた環境整備 

３ 国際理解・国際交流の推進 

２ 多文化理解教育の充実と外国人児童に対する学習支援 

政策４  市民活動への支援

１ 市民活動の普及啓発 

３ テーマ型コミュニティによる公的サービスの提供 

２ 市民活動の支援

重点目標２  市民力向上のために  

政策１  生涯学習社会の推進 

１ 生涯学習推進体制の整備・充実 

３ 学習成果の地域づくりへの活用 

２ 学習機会の提供と環境の整備 

４ 読書環境の整備と活動支援 

政策２  芸術・文化の振興 

１ 芸術・文化活動の活性化 

３ 伝統芸能や祭りの保存・継承 

２ 文化財や歴史的資源の保存と活用 

４ 文化施設等の利用促進と環境整備 

政策３  スポーツの振興 

１ スポーツ・レクリエーションの推進 

３ スポーツ環境の充実 

２ 競技スポーツの推進 

政策４  人権尊重社会の実現 

１ 人権施策の推進体制の整備・充実 

３ 人権擁護活動の推進 

５ 指導者の育成 

２ 学校・地域における人権教育の推進 

４ 人権課題への理解と人権啓発の推進 

政策５  男女共同参画社会の実現 

１ 男女平等意識の醸成と啓発 

３ 女性活躍の推進 

５ 男女間のあらゆる暴力等への対応 

２ 男女共同参画の推進 

４ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進
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基本目標１ 限りない市民力・地域力がゆたかに花開くまち 

重点目標１ 地域の活性化のために 

★ 政策１ 協働による地域づくり

基本方針 

 市民一人ひとりが主体的かつ実践的に、まちづくりや地域づくりに参画できる「協働」の仕

組みづくりを進めるとともに、地域活動の推進を図ります。 

 また、地域づくり支援センターを中核としながら、様々な団体の活動を支援するとともに、

世代や地域を超えて、市民活動に参加できる環境を整備します。 

事業計画 
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基本目標１ 限りない市民力・地域力がゆたかに花開くまち 

重点目標１ 地域の活性化のために 

★ 政策２ 持続可能な地域コミュニティの形成

基本方針 

 「光市コミュニティ推進基本方針」に基づき、地域住民による自主的・主体的な地域運営と

ともに、「コミュニティプラン」等を踏まえながら、自分たちの地域は自分たちで創る「地域自

治」の推進を図ります。 

 また、地域コミュニティの拠点施設となるコミュニティセンターの充実とともに、持続可能

な地域コミュニティ活動の推進、運営体制の構築に努めます。 

事業計画 
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基本目標１ 限りない市民力・地域力がゆたかに花開くまち 

重点目標１ 地域の活性化のために 

★ 政策３ 多文化共生社会の推進

基本方針 

 多様な個人がそれぞれの能力を発揮しつつ、地域社会で共生できる「多文化共生社会」の実

現を目指すとともに、誰もが暮らしやすく、自分らしく活躍できる社会の構築に向けた意識の

醸成を図ります。また、市民が主体的に行う多文化共生社会の推進に向けた「やさしい日本語」

の普及や日本語学習支援の取組を支援します。 

 さらに、国際理解を深める教育の充実とともに、国際社会を生き抜く幅広い視野と豊かな人

間性を育みます。 

事業計画 
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基本目標１ 限りない市民力・地域力がゆたかに花開くまち 

重点目標１ 地域の活性化のために 

  政策４ 市民活動への支援

基本方針 

 様々な活動に市民が主体的に参画できるよう、市民活動に関する情報の提供や拠点機能の充

実とともに、活動環境の整備を図るなど、市民同士のネットワークの形成に向けた交流の場づ

くりを進めます。 

 また、幅広い市民の活動参加を促進するため、各種情報誌や講座等を通じた周知・啓発を進

めるとともに、市民意識の高揚を図ります。 

事業計画 
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基本目標１ 限りない市民力・地域力がゆたかに花開くまち 

重点目標２ 市民力向上のために 

  政策１ 生涯学習社会の推進

基本方針 

 「第３次光市生涯学習推進プラン」に基づき、豊かな学びを通して仲間や地域の「わ」が広が

る循環型学習社会の構築を進めるとともに、生涯学習の拠点となる生涯学習センターやコミュ

ニティセンターなどの機能の充実と効果的な活用に努めます。 

 また、生涯学習拠点の一つである図書館についても、家庭や学校、幼稚園・保育所、コミュニ

ティセンター等との連携により、本をより身近に感じ、親しめる読書環境の充実とともに、こ

れからの図書館のあり方について検討します。 

事業計画 
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基本目標１ 限りない市民力・地域力がゆたかに花開くまち 

重点目標２ 市民力向上のために 

★ 政策２ 芸術・文化の振興

基本方針 

 文化拠点施設の有効な活用を通じて、優れた芸術や文化に触れる機会を創出し、多くの市民

が芸術・文化に親しめる環境を整備するとともに、伊藤公資料館をはじめ本市の文化的な特色

を活かした観光振興や地域の活性化等を図ります。 

 また、市民との協働により、文化財・歴史的資源の保存・活用・継承に努め、地域コミュニテ

ィの活性化や地域間の交流を促進するとともに、ふるさとの歴史への誇りや愛着が持てる取組

を推進します。 

事業計画 
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基本目標１ 限りない市民力・地域力がゆたかに花開くまち 

重点目標２ 市民力向上のために 

★ 政策３ スポーツの振興

基本方針 

 「光市スポーツ推進基本計画」に基づき、市民が「する」「みる」「ささえる」スポーツに積極

的に関わる機会を創出するとともに、ライフステージやライフスタイルに応じた主体的なスポ

ーツ活動の推進を図ります。また、健康及び体力の保持増進や地域社会の活性化を図るなど、

生涯にわたって誰もが気軽にスポーツを持続的に楽しむことができるスポーツ・レクリエーシ

ョン活動を推進します。 

 さらに、競技力を有する選手の育成を目指した指導者の育成をはじめ、学校や競技団体等と

も連携しながら、選手の育成や競技力の向上を図るとともに、各種スポーツ施設の効率的な運

用と計画的な維持管理に努めます。 

事業計画 
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基本目標１ 限りない市民力・地域力がゆたかに花開くまち 

重点目標２ 市民力向上のために 

★ 政策４ 人権尊重社会の実現

基本方針 

 「光市人権施策推進指針」の理念に基づき、家庭や地域、職場、学校などあらゆる場を通じ

て、「市民一人ひとりの人権が尊重された心豊かな地域社会」の実現に向け、人権施策に関する

総合的かつ効果的な取組を推進します。 

 また、基本的人権の尊重という普遍的視点に立ち、学校をはじめ、あらゆる場面において、

継続的な人権教育・啓発の推進やジェンダー平等への意識の醸成など、市民一人ひとりを大切

にするまちづくりを目指すとともに、市民と行政が一体となった人権擁護活動を推進します。 

事業計画 
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基本目標１ 限りない市民力・地域力がゆたかに花開くまち 

重点目標２ 市民力向上のために 

★ 政策５ 男女共同参画社会の実現

基本方針 

 男女共同参画社会の実現に向けて、男女が共に仕事と家庭、地域活動を両立し、活躍するた

め、多様で柔軟な働き方の促進をはじめ、市民のニーズに即した子育て支援策の充実や地域活

動への参画促進などの取組を進めます。 

 また、家庭、地域、職場、学校などにおける男女平等意識の醸成や配偶者等からの暴力を許

さない環境づくりとともに、女性の活躍推進の観点から、働きたい女性が仕事を継続できる職

場環境の整備に努めます。 

事業計画 
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事業概要

0 千円 0 千円 0 千円

10 千円 10 千円 10 千円

継続事業

125502

125501

第４次光市男女共同参画基
本計画（光市ＤＶ対策基本
計画）に基づき、男女共同
参画社会の実現や男女間の
暴力の根絶に向け、あらゆ
る機会と媒体を活用した広
報・啓発活動を推進する。

５年度 ６年度 ７年度

継続事業

人権推進課

人権教育課

福祉総務課

福祉総務課

人権推進課

男女共同参画や男女間の暴力

等に関する情報提供と啓発

被害者相談窓口の周知や関
係機関との連携による被害
者の保護、自立支援体制の
充実を図る。

男女間の暴力等に関する相談
窓口・支援体制の整備・充実
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基本目標２ ゆたかな人間性と可能性を大切にし心温かい人が育つまち

重点目標１  結婚・出産・子育ての希望実現のために  

政策１  結婚・出産の希望実現 

１ 出会いと結婚の支援 ２ 健やかな妊娠・出産支援 

政策２  子育て支援の充実 

１ 地域ぐるみによる子育て意識の醸成 

３ 子育て・子育ち環境の質の向上 

２ 子育て支援体制の充実 

４ 母子保健対策の充実と食育の推進 

政策３  幼児教育・保育の充実 

１ 保育士等の確保と保育環境の充実 

３ 子育て支援の総合的な推進 

２ 幼児教育の充実 

重点目標２  人間性を育み可能性を高めるために  

政策１  未来につながる連携・協働教育の推進 

１ 小中一貫教育を要とした学校間・校種間連携の推進 

３ 連携・協働教育を支える学校づくりの推進 

２ コミュニティ・スクールの充実・発展 

４ 郷土愛を育む教育の推進 

政策２  質の高い教育の推進 

１ 確かな学力を育む教育の推進 

３ 特別支援教育の推進 

５ 健やかな体を育む教育の推進 

２ ＩＣＴを活用した学習活動の充実 

４ 豊かな心を育む教育の推進 

政策３  教育環境の充実 

１ 安全・安心で快適な教育環境の整備 

３ 教職員の資質能力の向上 

２ 地域とともに守る児童生徒の安全・安心 

４ 就学の支援 

政策４  青少年の健全育成 

１ 放課後活動の推進 

３ 青少年活動の推進 

２ 地域健全育成活動の推進 
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基本目標２ ゆたかな人間性と可能性を大切にし心温かい人が育つまち 

重点目標１ 結婚・出産・子育ての希望実現のために 

★ 政策１ 結婚・出産の希望実現

基本方針 

 結婚に対する希望が叶えられるよう、最初のステップとなる「出会いの場」への参加促進を

図るとともに、温かく幸せな結婚生活の実現に向けた支援に取り組みます。 

 また、妊娠・出産に対する不安や悩みを解消できる相談体制の充実や、不妊・不育症に悩む

夫婦への支援などを様々な側面から行うなど、健やかな妊娠と出産の希望の実現に向けたきめ

細やかな取組を進めます。 

事業計画 
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基本目標２ ゆたかな人間性と可能性を大切にし心温かい人が育つまち 

重点目標１ 結婚・出産・子育ての希望実現のために 

★ 政策２ 子育て支援の充実

基本方針 

 「おっぱい都市宣言」のまちとして、本市で子どもを生み育てたくなる、やさしさあふれる

質の高い子育て支援の充実とともに、一人ひとりの個性を大切にしたきめ細やかな支援を行う

など、将来的な子どもの健やかな育ちにつなげます。 

 また、子育てが楽しいと実感できるよう、様々な施策を展開するなど、子育ての不安の軽減

とともに、親子が健康で過ごせる環境づくりを進めます。 

事業計画 
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1,110 千円 1,068 千円 1,068 千円

1,206 千円 1,206 千円 1,206 千円

子育ての悩みや不安を解消
するため、保健師や母子保
健推進員による妊産婦・新
生児・乳幼児訪問を実施す
る。

母子訪問事業の実施 ・保健師や母子保

健推進員による妊

産婦・新生児・乳

幼児訪問

・産後うつ質問票

を活用した支援
継続事業

健康増進課

212404

関係機関との連携により、
子どもの発達の課題の早期
発見・早期対応を図るとと
もに、保護者の育児不安へ
の対応や成長発達の促進を
図るため、相談や教室を実
施する。

発達支援事業の実施 ・発達支援教室

の実施

・心理発達相談

の実施

・年中児相談会

の実施

212405

継続事業

健康増進課
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基本目標２ ゆたかな人間性と可能性を大切にし心温かい人が育つまち 

重点目標１ 結婚・出産・子育ての希望実現のために 

★ 政策３ 幼児教育・保育の充実

基本方針 

 一人ひとりの個性に応じた教育・保育の充実とともに、子どもや子育て家庭の実情や多様な

市民ニーズに即した、きめ細かな保育サービスの提供など、質の高い幼児期の教育・保育を推

進します。 

 また、幼児教育・保育環境の充実と施設の安全性、快適性を確保するため、施設の適正な維

持管理に努めます。 

 さらに、事務負担等が増加している業務のＩＣＴ化等を進めるなど、保育士等の負担軽減及

び園児とのふれあいの時間を創出するとともに、保育士等の働きやすい環境づくりを推進しま

す。 

事業計画 
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基本目標２ ゆたかな人間性と可能性を大切にし心温かい人が育つまち 

重点目標２ 人間性を育み可能性を高めるために 

★ 政策１ 未来につながる連携・協働教育の推進

基本方針 

 「第２次光市教育大綱」及び「第２次光市教育振興基本計画」に基づき、知・徳・体の調和の

とれた「生きる力」を育むため、コミュニティ・スクールを基盤としながら、義務教育９年間の

つながりをより重視した「小中一貫教育」を推進します。 

 また、地域に開かれ、信頼される特色ある学校づくりと、ふるさと光市をこよなく愛し、豊

かな心を育むための教育活動の実践とともに、地域の担い手となる人材の育成を支援します。 

 さらに、小中一貫教育における教育効果を高めるため、施設一体型による小中一貫教育の具

現化に着手します。 

事業計画 
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基本目標２ ゆたかな人間性と可能性を大切にし心温かい人が育つまち 

重点目標２ 人間性を育み可能性を高めるために 

★ 政策２ 質の高い教育の推進

基本方針 

 「第２次光市教育大綱」及び「第２次光市教育振興基本計画」に基づき、ＩＣＴ機器を効果的

に活用しながら、主体的・対話的で深い学びによる「確かな学力」の定着を図るとともに、「豊

かな心」や「健やかな体」の育成により、知・徳・体の調和のとれた「生きる力」を身に付ける

ことを推進します。 

 また、誰一人取り残すことのない、児童生徒一人ひとりの個性や特性に応じた、きめ細かな

支援を実施します。 

事業計画 
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基本目標２ ゆたかな人間性と可能性を大切にし心温かい人が育つまち 

重点目標２ 人間性を育み可能性を高めるために 

★ 政策３ 教育環境の充実

基本方針 

 安全・安心で快適な学校施設の改善や義務教育教材の充実を図るなど、児童生徒が学習に集

中できる教育環境づくりとともに、地域や保護者も含めた継続的な安全教育や指導体制の構築

に取り組みます。 

 また、教職員のキャリアステージに応じた研修や英語、プログラミング教育などの専門性の

向上を図るための研修を通じて、教職員の人材育成に取り組みます。 

事業計画 
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基本目標２ ゆたかな人間性と可能性を大切にし心温かい人が育つまち 

重点目標２ 人間性を育み可能性を高めるために 

★ 政策４ 青少年の健全育成

基本方針 

 青少年を取り巻く環境の変化に適切に対応するとともに、学校や家庭、地域とのつながりや

密な連携を図るなど、社会全体で次世代を担う青少年の健全育成を推進します。 

 また、地域や家庭におけるふれあいを通じた健全育成活動や地域における様々な奉仕・体験

活動を通じて青少年活動を促進するなど、青少年活動に携わる指導者やリーダーの育成・確保

に努めます。 

事業計画 
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基本目標３ 安全・安心に包まれて人が心ゆたかに暮らすまち

重点目標１  心ゆたかに生き生きと暮らすために  

政策１  支え合いによる地域社会の実現                          

１ 地域福祉推進体制の充実と地域福祉機能の強化 

３ 福祉ボランティアの育成 

２ 多様な世代間の交流の促進と福祉意識の醸成 

４ バリアフリー・ユニバーサルデザインの推進 

政策２  生き生き高齢社会の実現 

１ 地域包括ケアシステムの深化・推進 

３ 高齢者支援体制の充実 

５ 生涯現役社会づくりの推進 

２ 介護予防対策の推進 

４ 介護サービスの充実 

政策３  障害者の自立支援と社会参画の推進 

１ 障害を理由とする差別の解消と市民意識の醸成 

３ 雇用・就労の促進と教育の充実 

２ 生活支援・生活環境の整備 

政策４  健康づくりの推進 

１ 総合的な保健体制の強化 

３ 疾病の予防と早期発見 

５ 健康づくりと一体的な食育の推進 

２ 市民が主役の健康づくりの推進 

４ 健康に必要な心身機能の維持・向上 

政策５  感染症対策の推進 

１ 感染防止に向けた意識の醸成 

３ 感染症に関する情報の普及啓発 

２ 発生段階や流行状況に応じた対応体制の確保 

政策６  地域医療を守る体制の充実 

１ 地域医療体制の充実と医師確保の推進 

３ 救急医療体制の充実 

２ ２つの市立病院の安定経営と医療機能の充実・強化 

政策７  社会保障の充実 

１ 公的扶助の充実 

３ 後期高齢者医療制度の円滑な実施 

５ 介護保険制度の充実

２ 国民健康保険制度の適正な運営 

４ 国民年金制度の適正な運営 

重点目標２  安全・安心に暮らすために  

政策１  自助・共助・公助による防災・減災体制の構築 

１ 防災意識の醸成 

３ 地域防災力の向上と連携強化 

２ 防災指令拠点施設を中心とした防災体制の整備・充実 

４ 災害に強い都市基盤の整備 

政策２  消防・救急体制の充実 

１ 消防用施設・資機材の整備 

３ 救急救命体制の充実・強化 

５ 消防団の充実・強化 

２ 予防行政の推進 

４ 消防体制の充実・強化 

政策３  安全・安心な暮らしの確保 

１ 防犯活動の推進 

３ 消費生活の安全・安心の確保 

５ 国民保護計画による危機管理対策 

２ 交通安全意識の高揚と環境の整備 

４ 空家等対策の推進
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基本目標３ 安全・安心に包まれて人が心ゆたかに暮らすまち 

重点目標１ 心ゆたかに生き生きと暮らすために 

★ 政策１ 支え合いによる地域社会の実現

基本方針 

 「第４期光市地域福祉計画・光市地域福祉活動計画」に基づき、自助・互助・共助・公助の適

切な役割分担のもと、住み慣れた地域の中で誰もが安全・安心に暮らすことができる助け合い、

支え合い、思いやりに満ちたまちづくりを推進します。 

 また、地域福祉を担う人材の育成・確保や資質向上に努めるとともに、全ての人々が暮らし

やすいバリアフリー・ユニバーサルデザインの浸透を図ります。 

事業計画 
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基本目標３ 安全・安心に包まれて人が心ゆたかに暮らすまち 

重点目標１ 心ゆたかに生き生きと暮らすために 

★ 政策２ 生き生き高齢社会の実現

基本方針 

 「光市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」に基づき、高齢者が住み慣れた地域で安心

して暮らし続けられるよう、医療や介護を含めた様々な生活支援などのサービスを包括的かつ

継続的に提供できる「地域包括ケアシステム」の深化・推進に努めます。 

 また、介護予防や認知症予防、健康づくりに積極的に取り組むなど、高齢者の生涯現役社会

の実現に向けた環境の整備に努めます。 

事業計画 
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基本目標３ 安全・安心に包まれて人が心ゆたかに暮らすまち 

重点目標１ 心ゆたかに生き生きと暮らすために 

★ 政策３ 障害者の自立支援と社会参画の推進

基本方針 

 「光市障害者福祉基本計画・光市障害福祉計画」に基づき、共生社会の実現に向けて、障害の

有無に関わらず、生きがいをもって日々の生活を送ることができるよう、誰もが社会の一員と

してお互いを尊重し、支え合って暮らしていけるまちづくりを推進します。 

 また、障害のある人が自立した日常生活や社会生活を送ることができるよう、多様なニーズ

に即したサービスの提供や相談・支援体制の充実に努めるなど、障害者福祉に対する市民意識

の醸成を図ります。 

事業計画 
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基本目標３ 安全・安心に包まれて人が心ゆたかに暮らすまち 

重点目標１ 心ゆたかに生き生きと暮らすために 

★ 政策４ 健康づくりの推進

基本方針 

 市民が健康で豊かな人生を送ることができるよう、ライフステージに応じた健康づくりを支

援するとともに、「光市健康づくり推進計画」に基づき、健康な心身の維持・向上と食育を一体

的に推進するなど、ヘルスプロモーションの理念を踏まえた健康づくりを推進します。 

 また、生活習慣病などの疾病予防や早期発見を図るとともに、各種保健事業を通じた健康づ

くりへの意識啓発を行うなど、健康寿命の延伸に努めます。 

事業計画 
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基本目標３ 安全・安心に包まれて人が心ゆたかに暮らすまち 

重点目標１ 心ゆたかに生き生きと暮らすために 

  政策５ 感染症対策の推進

基本方針 

 新たな感染症から市民の健康と日々の生活を守るため、「新しい生活様式」の定着とともに、

「新型インフルエンザ等対策行動計画」に基づく迅速な対応を図ります。 

 また、感染者や医療従事者等への偏見、非難、差別に適切に対応するなど、人権侵害の防止

に努めます。 

事業計画 
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基本目標３ 安全・安心に包まれて人が心ゆたかに暮らすまち 

重点目標１ 心ゆたかに生き生きと暮らすために 

 政策６ 地域医療を守る体制の充実

基本方針 

 適切な医療を選択し、病期に適した質の高い医療が受けられるよう、医師会や関係機関と連

携しながら、地域医療体制や救急医療体制の整備に努めます。 

 また、急性期医療の中核となる光総合病院をはじめ、回復期・慢性期医療を中心とした大和

総合病院の機能に応じた医療の充実とともに、両病院における連携の強化を図ります。 

 さらに、医師不足の解消を図るなど、医療体制の安定確保に努めます。 

事業計画 
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基本目標３ 安全・安心に包まれて人が心ゆたかに暮らすまち 

重点目標１ 心ゆたかに生き生きと暮らすために 

  政策７ 社会保障の充実

基本方針 

 要保護世帯の安定と経済的自立が図られるよう、各関係機関との連携とともに、就労支援や

生活支援を実施するなど、経済的、社会的にも早期に自立できるよう支援します。 

 全ての市民が健康で文化的な暮らしを営むとともに、生涯を通じて安心して生活を送ること

ができるよう、市民生活を支える基盤となる社会保障制度の理解と認識を高め、適正な制度運

営に努めます。 

事業計画 
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基本目標３ 安全・安心に包まれて人が心ゆたかに暮らすまち 

重点目標２ 安全・安心に暮らすために 

★ 政策１ 自助・共助・公助による防災・減災体制の構築

基本方針 

 風水害や地震など、あらゆる災害から市民の生命を守るため、防災意識の醸成をはじめ、自

主防災組織の育成や関係機関との連携強化を図るなど、総合的な防災・減災対策の強化ととも

に、災害に強い都市基盤の整備を進めます。 

 また、行政と地域による「自助」「共助」「公助」の適切な役割分担のもと、地域防災力の向上

に努めるとともに、災害情報の収集や伝達をはじめ、避難所環境の整備や要配慮者の避難体制

の強化を図ります。 

事業計画 
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基本目標３ 安全・安心に包まれて人が心ゆたかに暮らすまち 

重点目標２ 安全・安心に暮らすために 

★ 政策２ 消防・救急体制の充実

基本方針 

 市民の生命や財産を守り、誰もが安心して暮らせるよう、施設や資機材の充実とともに、様々

な災害を想定した訓練を実施するなど、消防・救急体制の強化を図ります。 

 また、医療機関との連携を密にし、救急搬送体制を充実させるとともに、救急現場に居合わ

せた市民が適切に救命手当を実施できるよう、応急手当の普及啓発を図り、救命率の向上を目

指します。 

事業計画 
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基本目標３ 安全・安心に包まれて人が心ゆたかに暮らすまち 

重点目標２ 安全・安心に暮らすために 

★ 政策３ 安全・安心な暮らしの確保

基本方針 

 「安全・安心都市宣言」の理念を踏まえ、全ての市民が安全・安心して生活できるまちを実現

するため、警察等関係機関との連携のもと、地域ぐるみの防犯活動や交通安全対策の推進など、

地域安全体制の強化を図ります。 

 また、市民の消費生活の安定と向上を図るため、消費生活センターの相談体制の充実ととも

に、消費者の自立を支援するなど、消費者意識の高揚を図ります。 

 さらに、管理不適切な空家等への対策の促進に努めます。 

事業計画 
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４　空家等対策の推進

事業概要

2,763 千円 2,763 千円 2,763 千円

５　国民保護計画による危機管理対策

事業概要

57 千円 57 千円 57 千円

５年度 ６年度 ７年度

継続事業

防災危機管理課

生活安全課

５年度 ６年度 ７年度

外部からの武力攻撃及びこ
れに準ずるテロ等の緊急事
態に対処するため、光市国
民保護計画に基づく国民保
護措置を総合的に推進す
る。

国民保護計画の推進

「光市空家等対策計画」に
基づき、空家等の適切な管
理や利活用の促進など、総
合的な空家等対策を推進す
る。

光市空家等対策計画の推
進

・空家等対策計

画に基づく取組

を実施

・危険な空き家

の除却費用の一

部補助

継続事業

323501

323401
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基本目標４ 自然と都市が潤いゆたかに調和したまち

重点目標１  自然の恵みを活かし・守り・育てるために  

政策１  自然敬愛都市の実現 

１ 自然敬愛精神の醸成 

３ 公害防止対策の推進 

２ 環境保全対策の推進 

４ 特定外来生物への対応 

政策２  地球温暖化対策の推進 

１ 環境保全意識の醸成 ２ 脱炭素化に向けた取組の推進 

政策２  循環型社会の構築 

１ ごみの発生抑制 

３ 廃棄物適正処理の促進 

２ ごみの減量と再資源化の推進 

政策３  公共用水域の保全 

１ 流域関連公共下水道事業の推進 

３ 浄化槽の設置促進 

２ 下水道事業の経営の安定化 

４ 水環境の保全と汚水処理の適正化 

重点目標２  便利で快適に暮らすために  

政策１  良好な都市空間の創出 

１ 適正な土地利用の推進 

３ 魅力ある都市景観の創出 

５ 岩田駅周辺地区整備の推進 

２ 多核連携型都市構造の形成 

４ 光駅近接エリア整備の推進 

政策２  道路網の整備 

１ 幹線道路等の整備 ２ 生活道路等の整備 

政策３  公共交通ネットワークの構築 

１ 公共交通網の整備 

３ 交通結節機能の強化 

２ 公共交通の利用促進 

政策４  公園の整備と緑化の推進 

１ 公園の適正な管理 ２ 緑化の推進 

政策５  良質な住環境の整備 

１ 住環境の向上 ２ 良質な公営住宅の維持・管理 

政策６  安全でおいしい水の供給 

１ 水道施設の機能強化と水質の維持 

３ 安全な飲料水の確保 

２ 水道事業の健全化 

政策７  安心の島づくり 

１ 生活環境の整備 

３ 産業の振興 

２ 医療・救急搬送体制の確保 

４ 自然の保護と伝統文化の継承 
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基本目標４ 自然と都市が潤いゆたかに調和したまち 

重点目標１ 自然の恵みを活かし・守り・育てるために 

  政策１ 自然敬愛都市の実現

基本方針 

 「自然敬愛都市宣言」のまちとして、室積・虹ケ浜海岸や石城山県立自然公園等に代表され

る森林をはじめ、恵み豊かな自然環境や生物の多様性を積極的に保全するとともに、次世代に

良好な状態で継承するため、自然資源を有効に活用しながら、自然とふれあえる場を創出する

など、自然を敬愛する豊かな心を育みます。 

 また、市民の主体的な環境保全・美化活動を支援するなど、地球規模から地域の身近な課題

まで、自ら考え、学び、行動できる環境教育に取り組みます。 

事業計画 
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基本目標４ 自然と都市が潤いゆたかに調和したまち 

重点目標１ 自然の恵みを活かし・守り・育てるために 

★ 政策２ 地球温暖化対策の推進

基本方針 

 地球環境に負荷の少ないライフスタイルの普及とともに、市民、事業者、行政が連携を図る

など、環境教育や環境保全活動を推進します。 

 また、太陽光などの再生可能エネルギーの活用やＬＥＤ等の省エネ設備の普及・促進に加え、

次世代自動車や環境に配慮した製品の購入に努めるなど、脱炭素化に向けた取組とともに、地

球温暖化に配慮したまちづくりを推進します。 

事業計画 
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基本目標４ 自然と都市が潤いゆたかに調和したまち 

重点目標１ 自然の恵みを活かし・守り・育てるために 

  政策３ 循環型社会の構築

基本方針 

 大量生産・大量消費・大量廃棄型社会からの転換とともに、持続可能な循環型社会の構築に

向けて、市民・事業者・行政等が連携を図りながら、廃棄物の発生抑制や再利用、再資源化な

ど、３Ｒの取組を推進します。 

 また、日本古来の「もったいない」という文化を継承しながら、市民意識の啓発とともに、粗

大ごみ等の戸別収集やごみ収集カレンダー、ごみ分別事典の充実を図るなど、市民ニーズを踏

まえ、より環境に配慮したサービスの提供に努めます。 

事業計画 
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基本目標４ 自然と都市が潤いゆたかに調和したまち 

重点目標１ 自然の恵みを活かし・守り・育てるために 

★ 政策４ 公共用水域の保全

基本方針 

 公共用水域の水質保全と市民の衛生的な生活環境の維持・向上を図るため、公共下水道の計

画的な整備・改築及び水洗化を促進するなど、将来にわたる持続可能な公共用水域の保全に取

り組みます。 

 また、下水道施設による下水とし尿等の汚水処理の共同処理の実現に向け、汚水処理共同化

事業を円滑に進めます。 

事業計画 
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基本目標４ 自然と都市が潤いゆたかに調和したまち 

重点目標２ 便利で快適に暮らすために 

★ 政策１ 良好な都市空間の創出

基本方針 

 「光市都市計画マスタープラン」における土地利用、住環境づくりなどの方針や「光市立地

適正化計画」に基づく都市機能の集約と連携の考え方を踏まえながら、持続可能で魅力ある「多

核連携によるコンパクトな都市」の実現を目指します。 

 また、「光駅拠点整備基本計画」に基づき、光駅を中心とした拠点整備を進めるとともに、利

便性の向上、にぎわいの創出など、本市の玄関口にふさわしい都市空間づくりを進めます。 

事業計画 
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基本目標４ 自然と都市が潤いゆたかに調和したまち 

重点目標２ 便利で快適に暮らすために 

  政策２ 道路網の整備

基本方針 

 「交通機能」「市街地形成機能」「空間機能」などの多角的な役割を果たせるよう、広域幹線道

路や市域を結ぶ幹線道路の整備を促進するとともに、安全な生活道路の整備や計画的な維持管

理に努めます。 

 また、長期にわたって事業に着手できていない都市計画道路については、「光市長期未着手都

市計画道路の見直し方針」に基づき、見直しを進めます。 

事業計画 
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基本目標４ 自然と都市が潤いゆたかに調和したまち 

重点目標２ 便利で快適に暮らすために 

★ 政策３ 公共交通ネットワークの構築

基本方針 

 「光市地域公共交通計画」に基づく３つの鉄道駅を中心とした交通結節機能の強化とともに、

市民生活や通勤・通学の利便性向上に資する持続可能な公共交通ネットワークの構築を推進し

ます。 

 また、交通弱者の生活交通の確保を支援するなど、持続可能なまちづくりの基盤となる公共

交通体系の維持とともに、公共交通の利用促進を図ります。 

事業計画 
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基本目標４ 自然と都市が潤いゆたかに調和したまち 

重点目標２ 便利で快適に暮らすために 

★ 政策４ 公園の整備と緑化の推進

基本方針 

 多くの緑に彩られた魅力あふれる都市を創造するため、「光市都市計画マスタープラン」や「光

市緑の基本計画」に基づき、公園・緑地の適切な配置と保全に努めます。 

 また、自然環境や歴史的資源など、地域の特性を活かした公園や緑地の整備とともに、誰も

が安全で快適に利用できるユニバーサルデザインの視点に立った取組を進めます。 

 さらに、市民力や地域力を活かした協働型の緑化事業を図るなど、多様な主体が緑の創出や

保全に関わることができる環境づくりに努めます。 

事業計画 
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基本目標４ 自然と都市が潤いゆたかに調和したまち 

重点目標２ 便利で快適に暮らすために 

  政策５ 良質な住環境の整備

基本方針 

 本市の特性を活かした良好な住宅・住環境づくりを進めるとともに、本格的な人口減少を踏

まえ、「光市営住宅等長寿命化計画」に基づくストックの適正化に努めます。 

 また、誰もが安心して住み続けられる住環境を次世代に継承するため、脱炭素社会の実現を

踏まえた住宅・建築物の省エネ対策等にも努めるなど、総合的な住宅施策を推進します。 

事業計画 
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基本目標４ 自然と都市が潤いゆたかに調和したまち 

重点目標２ 便利で快適に暮らすために 

  政策６ 安全でおいしい水の供給

基本方針 

 「光市水道事業ビジョン」に基づき、強靭で持続可能な水道事業の基盤の形成とともに、安

全な水道を次世代へ繋ぐため、老朽化に伴う施設の更新をはじめ、適切な維持管理など、長期

的な視点に基づく事業経営を進めます。 

 また、耐震化や洗管作業など、安定して安全な水を供給できる基盤整備を進めるとともに、

水道事業の給水区域外における飲料水の確保に努めます。 

事業計画 
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基本目標４ 自然と都市が潤いゆたかに調和したまち 

重点目標２ 便利で快適に暮らすために 

★ 政策７ 安心の島づくり

基本方針 

飲料水供給施設などのライフラインを維持するとともに、離島航路や医療の確保、衛生環境

づくり、島民の健康づくりや生きがいづくり、介護施策の推進など、生活環境の向上と安全・

安心を確保し、離島における支障の軽減に努めます。 

 また、牛島の主要産業である漁業の経営安定化や、地域資源である貴重な自然の保護と伝統

文化の保存・継承に努めます。 

事業計画 
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基本目標５ 産業の活力とにぎわいがゆたかに行き渡るまち

重点目標１  活力にあふれ、生き生きと働くために  

政策１  農業の振興 

１ 生産・生活基盤の整備と優良農地の保全 

３ 地産地消の推進 

２ 後継者の確保と育成 

４ ６次産業化の促進と商工業との連携 

政策２  有害鳥獣対策の推進 

１ 総合的な有害鳥獣防止対策の推進 ２ 被害防止活動への支援 

政策３  林業の振興 

１ 森林整備の推進 

３ 後継者の育成 

２ 施業体制の整備 

４ 森林の活用と保全意識の醸成 

政策４  水産業の振興 

１ 生産・生活基盤の管理・保全 

３ 後継者の育成 

２ 経営の安定化 

４ 資源管理型漁業の推進 

政策５  商工業の振興 

１ 商業・サービス業の育成と支援 

３ 企業誘致の推進と産業団地の適正な管理 

２ 工業の育成と支援 

４ 地域経済情勢に呼応した支援 

政策６  雇用・就業・創業環境の充実 

１ 雇用の確保と就労の支援 ２ 勤労者の福利厚生への支援 

３ 創業や新しいチャレンジと事業承継への支援 

重点目標２  人が行き交い、にぎわいを創出するために  

政策１  観光の振興と交流の促進 

１ 観光資源の創出と特色あるイベント等の振興 

３ 光ブランドイメージの創出と観光ＰＲの推進 

２ 観光資源によるネットワークの形成 

４ 多様な交流機会の創出とおもてなしの推進 

政策２  関係人口の創出と移住・定住の促進 

１ 関係人口の創出 

３ 効果的な移住対策の推進 

２ 移住・定住情報の発信 

４ 総合的な定住・定着の支援 
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基本目標５ 産業の活力とにぎわいがゆたかに行き渡るまち 

重点目標１ 活力にあふれ、生き生きと働くために 

★ 政策１ 農業の振興

基本方針 

 新規就農者の確保や育成、生産・生活基盤の整備といった総合的な事業の展開とともに、安

定的な経営基盤を構築するなど、次世代に継承できる持続性の高い農業の実現を図ります。 

 また、農業振興拠点施設「里の厨」を中心に、地域の特性を活かした特産品等の開発や子ど

もから大人までの幅広い世代が集う農業体験の提供など、地産地消の好循環の構築を目指しま

す。 

事業計画 
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基本目標５ 産業の活力とにぎわいがゆたかに行き渡るまち 

重点目標１ 活力にあふれ、生き生きと働くために 

★ 政策２ 有害鳥獣対策の推進

基本方針 

 有害鳥獣被害を軽減するため、「光市鳥獣被害防止計画」に基づく総合的な有害鳥獣防止対策

の推進とともに、ＩＣＴ技術等を活用した効率的な捕獲活動を進めます。 

 また、捕獲活動の支援や確保の担い手の育成に努めるとともに、防護柵の設置及びイノシシ

等が出没しにくい集落周辺の生息地管理を図ります。 

事業計画 
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基本目標５ 産業の活力とにぎわいがゆたかに行き渡るまち 

重点目標１ 活力にあふれ、生き生きと働くために 

★ 政策３ 林業の振興

基本方針 

 林業の振興を図るため、計画的な森林整備の推進をはじめ、施業体制の確立と後継者の育成

に加え、室積・虹ケ浜海岸や石城山といった光市固有の自然環境を次世代に継承する意識の醸

成を図ります。 

 また、森林が持つ多面的機能を発揮させるため、「光市森林整備計画」に基づき、適地・適木

を基本とした健全な森林資源の整備に努めます。 

事業計画 
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基本目標５ 産業の活力とにぎわいがゆたかに行き渡るまち 

重点目標１ 活力にあふれ、生き生きと働くために 

★ 政策４ 水産業の振興

基本方針 

 水産業の振興を図るため、漁港をはじめとする生産・生活基盤の長寿命化とともに、計画的

な管理・保全に努めます。 

 また、新規漁業就業者の確保や経営安定化対策、水産物のブランド化や６次産業化による水

産業の活性化、地産地消のさらなる促進に努めるとともに、資源管理型漁業への取組による持

続可能な漁業環境の整備を推進します。 

事業計画 
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基本目標５ 産業の活力とにぎわいがゆたかに行き渡るまち 

重点目標１ 活力にあふれ、生き生きと働くために 

★ 政策５ 商工業の振興

基本方針 

 活力ある地域社会を形成するため、本市の商工業の一層の振興や地場企業の労働生産性の向

上をはじめ、本市の特性を活かした魅力ある多様な商工業の創出を促進するとともに、新たな

ニーズや人手不足等にも対応できる事業基盤の構築や変革を支援するなど、地域商工業の育成

と振興に努めます。 

 また、幅広い分野からの企業誘致のほか、ウィズコロナ、ポストコロナ時代の地域経済情勢

に呼応した支援に取り組みます。 

事業計画 
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基本目標５ 産業の活力とにぎわいがゆたかに行き渡るまち 

重点目標１ 活力にあふれ、生き生きと働くために 

★ 政策６ 雇用・就業・創業環境の充実

基本方針 

 全ての勤労者が自己の能力を充分に発揮し、生きがいをもって、安心してその能力を最大限

に発揮できる労働環境を創出するため、関係機関との連携のもと、引き続き、雇用に関する相

談窓口や情報提供の実施に加え、時間や場所にとらわれない柔軟な働き方を推進するなど、雇

用の確保と安定とともに、創業やチャレンジ支援に努めます。 

また、新たなニーズを踏まえた創業等への効果的な支援施策についても検討します。 

事業計画 
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基本目標５ 産業の活力とにぎわいがゆたかに行き渡るまち 

重点目標２ 人が行き交い、にぎわいを創出するために 

★ 政策１ 観光の振興と交流の促進

基本方針 

 本市の多様な観光資源によるネットワーク化をはじめ、県や周南広域観光連携推進協議会等

とも連携を図りながら、戦略的な情報発信とともに、観光客の誘致に努めます。 

また、多様化する観光ニーズに対応できる人材の育成や老朽化する観光施設等の更新など、観

光客の受入環境の整備を進めるとともに、「光市ならではのおもてなし」を推進します。 

 さらに、「光」をテーマとする事業展開とともに、新たな観光資源の創出に向けた特色ある祭

りやイベント等の振興を図るなど、交流人口や関係人口の増加に努めます。 

事業計画 
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基本目標５ 産業の活力とにぎわいがゆたかに行き渡るまち 

重点目標２ 人が行き交い、にぎわいを創出するために 

★ 政策２ 関係人口の創出と移住・定住の促進

基本方針 

 移住・定住に向けて、相談体制や情報提供等を充実するとともに、地域による温かい受入れ

体制づくりを進めます。 

 また、地域や地域の人々と多様な関わりでつながる「関係人口」を創出し、地域との関わり

を深めることで、地域の活性化や移住者の増加を目指します。 

事業計画 
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基本目標６ 市民参画と健全な行財政でゆたかさを創出するまち

重点目標１  市民参画による都市経営のために  

政策１  市民参画の推進 

１ 市民参画機会の確保・充実 

３ 市民と議会・行政との信頼関係の構築 

２ 地域と行政との協働の推進 

政策２  シティプロモーションの推進 

１ 市民と連携したプロモーション活動の展開 ２ 「選ばれるまち」を目指す情報発信 

政策３  市民目線に立った行政サービスの推進 

１ 広報・広聴活動の充実 ２ 情報公開の推進 

３ 市民本位のサービス提供 

重点目標２  持続可能な都市経営のために  

政策１  広域行政と連携・交流の推進 

１ 地方分権の推進と国・県との連携強化 

３ 広域行政の推進 

２ 共同処理事務の推進 

４ 民間活力の活用 

政策２  デジタル化の推進 

１ 行政事務の見直しと利用者中心の市民サービス向上 

３ ＩＣＴ基盤の強化と充実 

５ 先端技術の調査・研究 

２ 情報システムの標準化・共通化 

４ 情報発信・収集手段の強化と充実 

政策３  組織力の強化と人材育成 

１ 意欲あふれる柔軟な人づくり 

３ 適正な定員管理と民間能力の活用 

２ 組織力の強化と全ての職員が活躍できる組織の構築 

政策４  持続可能な行政経営の確立 

１ 財政運営の効率化の推進 

３ 行財政運営の検証と評価 

２ 安定的な財源の確保 

政策５  公有財産の管理と活用 

１ 公共施設マネジメントの推進 ２ 遊休財産の処分と活用 
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基本目標６ 市民参画と健全な行財政でゆたかさを創出するまち 

重点目標１ 市民参画による都市経営のために 

  政策１ 市民参画の推進

基本方針 

 将来にわたり、豊かに暮らし続けられる持続可能なまちづくりに向けて、市民参画のもと、

地域団体や事業所等が相互の信頼関係によってより強くつながる「オールひかり」のまちづく

りを進めます。 

 また、市民・議会・行政等の役割分担を明確にしつつ、一層の連携・協力を図ることで、信頼

関係の構築を進めます。 

事業計画 
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基本目標６ 市民参画と健全な行財政でゆたかさを創出するまち 

重点目標１ 市民参画による都市経営のために 

★ 政策２ シティプロモーションの推進

基本方針 

 市民のまちへの愛着感を醸成していくことにより、「まちのセールスマン」としての意識や意

欲の向上につなげていくためのプロモーション活動を推進します。 

 また、まちの特性や魅力を独自のブランドとして市民と連携して発信することにより、「まち

の担い手」となる幅広い世代の人財をまちに呼び込むとともに、持続可能な関係性の構築につ

なげます。 

事業計画 
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基本目標６ 市民参画と健全な行財政でゆたかさを創出するまち 

重点目標１ 市民参画による都市経営のために 

  政策３ 市民目線に立った行政サービスの推進

基本方針 

 各種アンケート調査や対話などによる市民ニーズの把握や、ＩＣＴをはじめとした多様な媒

体による情報発信・受信体制の強化など、多様な機会や手段を用いた広報・広聴活動の充実に

努めます。 

 また、市民満足度を踏まえた施策展開を進めるとともに、市政運営全般にわたり、市民の立

場に立った「おもてなしの心」による窓口サービスの向上や、時代のニーズに対応した市民サ

ービスの向上に努めます。 

事業計画 
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基本目標６ 市民参画と健全な行財政でゆたかさを創出するまち 

重点目標２ 持続可能な都市経営のために 

★ 政策１ 広域行政と連携・交流の推進

基本方針 

 関係市町との連携のもと、相互に適切な役割分担を行いながら、広域的な行政課題に対応で

きる体制を強化するとともに、消防、ごみ処理、汚水処理などの共同処理事務を効果的に展開

するなど、事務処理の適正化、効率化を図ります。 

 また、地域の活性化を図るため、様々な行政分野間において、都市間や民間事業者等との交

流・連携を深めます。 

事業計画 
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基本目標６ 市民参画と健全な行財政でゆたかさを創出するまち 

重点目標２ 持続可能な都市経営のために 

★ 政策２ デジタル化の推進

基本方針 

 行政サービスのデジタル化による市民生活の利便性の向上やＩＣＴ基盤の強化など、先端技

術の活用による行政事務の効率化・高度化を推進するとともに、全ての市民が快適な生活を送

ることができるよう、デジタル格差の解消に努めます。 

 また、「Society5.0」に向けた社会の発展に寄与する情報通信技術を活用しながら、行政運営

の高度化・効率化に伴う持続可能な社会の実現を目指します。 

事業計画 
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基本目標６ 市民参画と健全な行財政でゆたかさを創出するまち 

重点目標２ 持続可能な都市経営のために 

  政策３ 組織力の強化と人材育成

基本方針 

 社会情勢の急激な変化にも柔軟かつ迅速に対応できるよう、時代に即した活力ある組織、職

場づくりの推進とともに、職員一人ひとりの意識や能力の向上に資する職員研修等の充実を図

るなど、これまで以上に女性の活躍をはじめ、全ての職員が能力を最大限発揮できる環境の整

備に努めます。 

 また、「最少の経費で最大の効果」を上げることを念頭に、市民サービスの向上につながる民

間活力の導入に努めます。 

事業計画 
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基本目標６ 市民参画と健全な行財政でゆたかさを創出するまち 

重点目標２ 持続可能な都市経営のために 

  政策４ 持続可能な行政経営の確立

基本方針 

 人口減少下においても持続可能な行政運営と財政構造の構築を図るため、「行財政構造改革推

進プラン」に基づく中・長期な視点から、柔軟な発想による戦略的な行財政改革に取り組むな

ど、自主財源の確保や市民サービスの最適化に努めます。 

事業計画 
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基本目標６ 市民参画と健全な行財政でゆたかさを創出するまち 

重点目標２ 持続可能な都市経営のために 

★ 政策５ 公有財産の管理と活用

基本方針 

 次世代に多大な負担を強いることのない持続可能なまちづくりにつなげるため、人口減少社

会を見据えた公共施設の適正配置とともに、「光市公共施設等総合管理計画」や公共施設ごとの

個別施設計画に基づく施設の再編や統廃合等を推進します。 

 また、遊休財産については、計画的な処分を進めるとともに、民間事業者への貸付けなど、

有効な活用に努めます。 

事業計画 
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